
｜
青
山
道
夫
氏
は
、
日
本
の
「
家
」
の
本
質
に
関
し
て
、
超
世
代
的
な
観
念
的
な
「
家
」
の
存
在
が
封
建
社
会
に
お
い
て
結
実
し
、
そ
れ
が

多
元
的
意
義
を
含
み
つ
つ
「
家
父
長
的
家
族
制
度
」
と
深
く
結
び
つ
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
日
本
の
「
家
」
の
本
質
に
つ
い
て
ｌ
有
賀
・

喜
多
野
論
争
を
中
心
と
し
て
Ｉ
」
福
島
正
夫
編
「
家
族
・
政
策
と
法
７
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
五
一
）
・
筆
者
も
近
世
江
戸
期
の
農
民
家
族

に
つ
い
て
、
武
士
家
族
に
比
べ
れ
ば
「
家
」
意
識
も
家
長
権
力
も
相
対
的
に
弱
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
特
質
は
「
家
」
的
家
父
長
制
だ
と
考
え
た

（
『
封
建
社
会
の
農
民
家
族
改
訂
版
』
創
文
社
、
昭
五
九
）
・
鎌
田
浩
氏
も
武
士
家
族
・
庶
民
家
族
を
家
父
長
制
家
族
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
氏
と
筆
者
と
の
家
父
長
制
に
つ
い
て
の
理
解
に
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
（
詳
細
は
前
掲
拙
著
を
参
照
さ
れ
た
い
）
・

簡
単
に
い
う
と
、
家
父
長
制
を
、
鎌
田
氏
が
「
家
」
の
権
威
を
基
礎
と
す
る
家
長
の
家
成
員
支
配
だ
と
さ
れ
る
の
に
対
し
（
『
幕
藩
体
制
に
お

け
る
武
士
家
族
法
」
成
文
堂
、
昭
四
五
、
「
近
世
の
家
秩
序
と
家
長
制
概
念
ｌ
大
竹
秀
男
・
石
井
紫
郎
両
氏
に
答
え
る
ｌ
」
「
社
会
科
学
の

方
法
』
五
巻
六
号
）
、
筆
者
は
家
父
に
対
す
る
家
成
員
の
人
格
的
な
恭
順
に
基
く
家
父
の
権
威
に
よ
る
家
支
配
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
家
」
を

家
父
長
権
の
源
泉
と
み
る
の
と
み
な
い
の
と
の
違
い
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
藤
井
修
氏
は
、
筆
者
が
家
族
集
団
の
支
配
権
者
を
単
に
「
家
長
の

〔
法
制
史
〕
日
本
家
族
法
史
の
課
題
ｌ
「
家
」
と
家
父
長
制
Ｉ
大
竹
秀
男
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地
位
に
あ
る
者
」
と
表
現
し
た
部
分
を
捉
え
て
、
「
家
父
長
制
に
お
い
て
重
要
な
の
は
『
家
長
の
地
位
』
自
体
で
は
な
く
、
家
族
集
団
の
最
高
権

威
者
は
誰
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
家
長
が
父
権
・
夫
権
・
主
人
権
を
排
他
的
に
行
使
し
て
い
て
も
、
彼
が
最
年
長
者
の
男
子
で
な
け
れ

ば
本
来
の
家
父
長
制
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（
「
再
考
・
日
本
の
「
家
」
ｌ
一
系
性
と
家
父
長
制
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

『
近
代
」
六
一
号
）
。
少
し
誤
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
家
族
集
団
の
最
高
権
威
者
は
本
来
家
父
で
あ
り
、

江
戸
期
の
農
民
の
家
に
つ
い
て
は
「
父
」
な
る
当
主
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
士
家
族
も
、
庶
民
家
族
も
、
生
前
相
続
の
場
合
は
、
家
長
た
る
当
主

の
権
限
行
使
が
隠
居
し
た
父
に
よ
り
制
約
さ
れ
た
。
筆
者
は
こ
れ
を
隠
居
の
当
主
に
対
す
る
後
見
的
監
督
権
行
使
に
よ
る
制
約
と
解
し
、
家
父
長

制
の
変
型
と
見
る
の
で
あ
る
。
鎌
田
氏
は
家
長
権
の
不
完
全
譲
渡
と
解
さ
れ
る
。
藤
井
氏
は
隠
居
の
親
権
行
使
と
解
し
て
、
こ
の
点
に
こ
そ
「
家

父
長
制
と
し
て
の
実
質
が
内
包
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
三
者
の
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
が
家
父
長
制
そ
れ
自
体
の
理
解
の
相
違
に
よ
る
こ

と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
家
父
長
制
概
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
隠
居
た
る
父
の
後
見
的
監
督
に
服
し
て
当
主
が
家
長
権
を
行
使
す
る
状
態
を
筆
者
は
家
父
長
制
の
変
型
と
し
た
が
、
そ
の
前
提
に

は
父
に
よ
る
家
成
員
の
統
合
支
配
の
状
態
が
本
来
の
家
父
長
制
だ
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
そ
う
い
う
本
来
の
家
父
長
制
の
存
在
は
中
世
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
お
も
う
（
石
井
紫
郎
「
『
い
え
』
と
『
家
父
長
制
」
概
念
ｌ
鎌
田
浩
氏
の
業
績
に
触
発
さ
れ
て
ｌ
」
「
社
会
科
学
の

方
法
』
四
巻
一
二
号
）
。
し
か
し
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
家
父
長
制
の
変
質
の
過
程
は
ま
だ
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
一

方
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
家
名
・
家
業
・
家
産
を
一
体
と
し
て
父
系
の
血
統
の
連
続
に
よ
り
永
続
す
る
超
世
代
的
存
在
だ
と
す
る
「
家
」
観
念
は
、

室
町
期
末
の
武
家
社
会
の
一
元
的
単
独
相
続
を
契
機
と
し
て
発
生
し
、
庶
民
層
に
は
江
戸
期
後
期
に
惨
透
し
た
。
藤
井
氏
は
、
こ
れ
は
「
家
」
の

歴
史
的
展
開
の
過
程
上
に
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
家
」
の
成
立
自
体
は
こ
れ
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
ち
が
い
な
い

が
、
そ
こ
で
問
題
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
こ
れ
以
前
の
「
家
」
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
家
」
と
家
父
長
制
と
の
関
連
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
以
上
の
よ
う
な
筆
者
の
問
題
関
心
か
ら
注
目
す
る
の
は
最
近
の
古
代
家
族
研
究
の
諸
業
績
、
と
り
わ
け
関
口
裕
子
（
氏
の
家
族
関
係
論
文

は
後
掲
・
義
江
著
四
二
七
頁
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
、
吉
田
孝
（
「
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
」
Ⅱ
、
Ⅲ
、
岩
波
書
店
、
昭
五
八
）
、
明
石
一
紀
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右
の
諸
氏
の
研
究
は
籍
帳
研
究
Ⅱ
古
代
家
族
研
究
と
い
う
状
況
か
ら
抜
け
出
て
、
社
会
人
類
学
等
の
隣
接
諸
科
学
の
方
法
・
成
果
を
取
り
入
れ
、

籍
帳
以
外
の
史
料
に
よ
り
家
族
像
の
構
築
を
目
指
し
て
お
り
、
杉
本
一
郎
氏
に
よ
り
、
古
代
家
族
研
究
の
最
先
端
を
行
く
も
の
と
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
（
「
日
本
古
代
家
族
研
究
の
現
状
と
課
題
ｌ
関
口
裕
子
・
吉
田
孝
・
明
石
一
紀
説
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
『
法
制
史
研
究
』
三
）
・
諸

氏
の
所
論
の
問
題
点
、
古
代
家
族
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
も
杉
本
氏
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
近
世
家
族
史
研

究
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
筆
者
に
は
一
系
的
な
「
家
」
の
成
立
に
関
し
て
確
か
め
る
べ
き
問
題
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

一
系
的
な
「
家
」
は
永
続
す
る
経
営
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
論
理
的
に
は
系
譜
と
経
営
体
の
基
礎
を
な
す
所
領
と
を
一
体
と
し
て

継
承
さ
れ
る
の
が
一
系
的
な
「
家
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
世
相
続
法
は
原
理
的
に
は
家
督
の
相
続
と
家
に
帰
属
す
る
所
領
の
相
続
と
の
二
元

主
義
で
あ
り
、
鎌
倉
期
末
以
降
、
父
祖
の
遺
命
に
よ
り
嫡
子
に
所
領
を
単
独
承
継
さ
せ
る
傾
向
が
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
も
の
の
、
所
領
不
分
割

が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
系
譜
と
所
領
と
を
一
体
不
分
離
と
す
る
思
想
が
成
立
し
た
と
い
い
う
る
か
疑
問
で
あ
る
。
分
割

相
続
に
よ
っ
て
も
、
所
領
全
部
の
単
独
承
継
で
な
く
と
も
自
立
的
な
経
営
体
の
維
持
に
必
要
な
程
度
の
所
領
の
家
嫡
に
よ
る
承
継
が
考
え
ら
れ
な

く
も
な
い
。
或
る
い
は
、
ま
た
、
「
ヤ
ケ
」
と
「
イ
ヘ
」
と
の
統
合
に
よ
る
「
家
」
の
成
立
と
い
う
吉
田
氏
の
発
想
に
示
唆
さ
れ
て
、
一
系
的
な

「
家
」
の
成
立
を
所
領
よ
り
も
「
屋
敷
」
と
系
譜
と
の
一
体
的
継
承
に
み
る
考
え
も
あ
り
で
あ
る
。
一
系
的
な
「
家
」
の
成
立
の
基
本
的
要
素
が

握
さ
れ
て
い
る
。

（
「
日
本
古
代
家
族
研
究
序
説
ｌ
社
会
人
類
学
ノ
ー
ト
ー
」
『
歴
史
評
論
』
三
四
七
号
、
「
古
代
・
中
世
の
家
族
と
村
落
」
『
歴
史
評
論
』

四
一
二
号
、
「
古
代
、
中
世
の
家
族
と
親
族
」
「
歴
史
評
論
』
四
一
六
号
、
「
太
宝
律
令
と
親
等
法
ｌ
服
忌
条
・
五
等
親
条
の
意
義
」
『
日
本

史
研
究
」
二
五
八
号
）
、
義
江
明
子
（
『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
六
一
）
諸
氏
の
論
考
で
あ
る
。
律
令
制
社
会
に
お
い
て
は
、

各
層
と
も
ま
だ
家
父
長
制
の
成
立
を
み
ず
、
経
営
体
と
し
て
の
家
も
不
安
定
か
つ
流
動
的
で
確
立
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
院
政
期
以
降
、
支
配
者
層
、

そ
れ
に
お
く
れ
て
庶
民
層
に
自
立
的
な
経
営
体
と
し
て
の
成
立
を
み
た
と
す
る
点
に
お
い
て
、
右
の
諸
氏
の
見
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
「
家
」
の
成
立
が
直
ち
に
一
系
的
な
「
家
」
の
成
立
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
吉
田
氏
に
よ
れ
ば
「
父
子
相
承
」
の
「
家
」

で
あ
り
、
明
石
氏
に
よ
れ
ば
「
親
子
限
り
の
イ
エ
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
父
系
継
承
の
連
続
的
な
一
系
的
「
家
」
に
変
質
し
て
い
っ
た
と
把
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屋
敷
の
継
承
と
所
領
の
継
承
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
お
も
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
家
父
長
制
の
問
題
で
あ
る
。
中
世
社
会
は
父
の
親
権
に
よ
る
家
成
員
の
支
配
統
合
と
い
う
本
来
の
家
父
長
制
が
存
在
し
た
が
、
こ

の
家
父
長
制
は
一
系
的
な
「
家
」
の
特
性
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
私
見
を
挾
め
ば
、
そ
れ
以
前
の
経
営
体
と
し
て
の
「
家
」
に
お
い
て
、
家
経
営
の

た
め
の
父
に
よ
る
家
の
財
産
の
管
理
・
家
成
員
に
対
す
る
指
導
統
制
の
体
制
が
家
内
部
に
形
成
さ
れ
、
一
系
的
な
「
家
」
の
時
代
に
は
親
権
と
家

長
権
の
重
畳
・
分
離
が
特
徴
的
と
な
る
が
、
そ
う
い
う
家
支
配
の
状
態
を
つ
く
り
だ
し
た
の
が
一
系
的
な
「
家
」
だ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
と

い
っ
て
も
確
信
を
も
っ
て
主
張
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
右
の
点
に
つ
い
て
の
中
世
史
家
の
議
論
を
聞
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
近
世
の

家
父
長
制
に
つ
い
て
の
理
解
も
深
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
武
庫
川
女
子
大
学
・
日
本
法
制
史
）
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